
仏像などの文化財の所有者の皆様へ

防犯対策の確認のお願い

①特に、無住の寺社等で保管している場合は、文化財の状況
を確認してください。

②見回りの回数を増やすなど、定期的な見回りを徹底してく
ださい。

③鍵や防犯カメラなど防犯設備の点検を行なってください。
未施錠の場合は必ず鍵を設置しましょう。

④万一、盗難に遭った場合に備え、文化財の写真、特徴・寸
法などの最新の記録をとるようにしてください。

最近、全国で仏像などの文化財の盗難被害が相次いでいます。
特に、次の対策がとられているかのご確認をお願いいたします。

国・県・町による文化財指定の有無に関わらず、
古くから伝えられてきた仏像などは地域の貴重な文化財です。

※不明な点があれば、教育委員会や警察署に相談しましょう。

（このお知らせは蔵王町教育委員会 生涯学習課が作成・配布しました）
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寸法や写真記録などの情報は、警察による捜査や早期発見に不可欠です。
非公開の御神体、御本尊、秘仏などであっても、出来る限り記録の作成を
お願いします（作成した記録を平常時に外部へ提供する必要はありません）。
記録の方法などについて不明な点があれば、教育委員会へご相談ください。
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